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衆
議
院
議
員
�
井
英
勝
君
提
出
実
用
準
天
頂
衛
星
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
に
つ
い
て

秘
匿
コ
ー
ド
を
持
つ
信
号
に
つ
い
て
は
、
準
天
頂
衛
星
シ
ス
テ
ム
か
ら
送
信
す
る
か
ど
う
か
を
含
め
て
検
討
中
で
あ
る
が

、
こ
の
よ
う
な
信
号
を
除
き
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
の
測
位
機
能
を
補
完
・
補
強
す
る
た
め
に
準
天
頂
衛
星
シ
ス
テ
ム
か
ら
送
信
す
る
信

号
は
、
誰
で
も
受
信
で
き
る
仕
様
と
す
る
予
定
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
我
が
国
の
宇
宙
開
発
利
用
は
、
宇
宙
開
発
利
用

に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
の
理
念
に
の
っ
と
り
行
う
こ
と

と
し
て
い
る
。

（
四
）
に
つ
い
て

準
天
頂
衛
星
シ
ス
テ
ム
の
受
信
エ
リ
ア
は
衛
星
の
軌
道
配
置
に
依
存
す
る
が
、
同
配
置
は
現
在
検
討
中
で
あ
る
た
め
、
受

信
エ
リ
ア
と
な
る
国
名
を
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
五
）
及
び
（
六
）
に
つ
い
て

準
天
頂
衛
星
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
想
定
し
て
い
る
Ｇ
Ｐ
Ｓ
の
測
位
機
能
を
補
完
・
補
強
す
る
機
能
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
の
準
天
頂
衛
星
初
号
機
「
み
ち
び
き
」
の
技
術
実
証
に
お
い
て
、
お
お
む
ね
、
当
初
の
目
標
ど
お
り
の
性
能
を
確
認
し
て

一



お
り
、
ま
た
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
の
測
位
機
能
を
補
完
す
る
機
能
を
搭
載
し
た
機
器
が
普
及
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
現
在
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を

使
用
し
て
い
る
多
様
な
分
野
で
準
天
頂
衛
星
シ
ス
テ
ム
が
利
用
さ
れ
、
測
位
衛
星
シ
ス
テ
ム
の
利
用
可
能
時
間
の
拡
大
等
が

見
込
ま
れ
る
状
況
に
あ
る
こ
と
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
の
測
位
機
能
を
補
強
す
る
機
能
と
類
似
の
機
能
を
有
す
る
測
位
衛
星
シ
ス
テ
ム
の

整
備
及
び
利
用
が
世
界
的
に
進
み
つ
つ
あ
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
準
天
頂
衛
星
シ
ス
テ
ム
の
実
用
化
に
着
手
す
る
こ
と
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

（
七
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
機
器
は
、
測
位
衛
星
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
測
量
機
器
及
び
カ
ー
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
機
器
で
あ
り
、
測
位
衛
星

シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
測
量
機
器
の
市
場
規
模
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
カ
ー
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
機
器
の
市
場
規
模
は
、
一

般
社
団
法
人
電
子
情
報
技
術
産
業
協
会
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
二
年
度
（
二
千
十
年
度
）
の
同
機
器
の
出
荷
台
数
は

約
五
百
八
万
台
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
準
天
頂
衛
星
シ
ス
テ
ム
の
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
向
上
の
た
め
、
準
天
頂
衛
星
シ
ス
テ
ム
を
利
用

す
る
機
器
の
技
術
開
発
や
利
用
拡
大
等
の
面
で
産
業
界
と
連
携
・
協
力
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
八
）
に
つ
い
て

二



我
が
国
の
判
断
に
よ
り
、
七
機
の
衛
星
の
み
に
よ
り
測
位
可
能
と
な
る
準
天
頂
衛
星
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
が
、
別
途
、
他
の
衛
星
と
同
様
、
諸
外
国
と
周
波
数
調
整
な
ど
の
国
際
的
な
手
続
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

（
九
）
、
（
十
三
）
及
び
（
十
四
）
に
つ
い
て

準
天
頂
衛
星
シ
ス
テ
ム
の
調
達
に
係
る
契
約
方
式
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
具
体
的
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
は
な

い
が
、
今
後
、
「
非
研
究
開
発
衛
星
の
調
達
手
続
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
年
六
月
十
四
日
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
実

行
推
進
委
員
会
決
定
）
と
の
整
合
性
に
留
意
し
つ
つ
、
関
係
法
令
等
に
の
っ
と
っ
た
適
切
な
調
達
を
行
う
べ
く
、
検
討
し
て

い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
政
府
と
し
て
は
、
「
非
研
究
開
発
衛
星
の
調
達
手
続
等
に
つ
い
て
」
を
破
棄
す
べ
き
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。

（
十
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
実
用
準
天
頂
衛
星
シ
ス
テ
ム
の
整
備
等
推
進
調
査
に
つ
い
て
は
、
同
調
査
に
お
い
て
「
非
研
究
開
発
衛
星
の
調

達
手
続
等
に
つ
い
て
」
と
の
整
合
性
に
係
る
検
討
を
行
う
か
ど
う
か
も
含
め
て
検
討
中
で
あ
る
。

（
十
一
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
山
川
宏
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
事
務
局
長
の
答
弁
は
、
将
来
的
に
準
天
頂
衛
星
シ
ス
テ
ム
を
七
機
体
制
と
し
て
整

三



備
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
費
用
の
概
算
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
維
持
運
用
費
用
も
含
め
た
詳
細
な
見
積
り
に
基
づ
く
準

天
頂
衛
星
シ
ス
テ
ム
の
総
事
業
費
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
検
討
中
で
あ
る
。

（
十
二
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
ま
ず
は
四
機
体
制
を
整
備
し
将
来
的
に
は
七
機
体

制
を
目
指
す
こ
と
と
し
て
い
る
実
用
準
天
頂
衛
星
シ
ス
テ
ム
事
業
の
推
進
に
際
し
て
、
将
来
の
政
府
調
達
を
約
束
す
る
こ
と

に
よ
り
宇
宙
産
業
を
振
興
す
る
と
い
っ
た
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

四


